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第 回

中
山
間
地
域
（
安
芸
高
田
市
）
が
実
感
出
来
る
景
気
対

策
を
望
む

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
経
済
復
興
政
策
に
よ
る
景
気
対
策

の
成
果
が
、
中
山
間
地
域
の
安
芸
高
田
市
で
は
中
々
見

え
て
来
な
い
の
が
現
実
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
、
か
す

か
に
見
え
て
き
た
デ
フ
レ
経
済
か
ら
の
脱
却
を
見
失
う

こ
と
な
く
、
日
本
経
済
の
浮
上
を
確
か
な
軌
道
に
乗
せ

る
大
切
な
時
期
で
あ
り
ま
す
。
安
倍
政
権
に
お
か
れ
て

は
、
こ
こ
で
手
を
抜
く
事
な
く
、
景
気
対
策
を
講
じ
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
は
、
戦
後
の
復
興
時
期

に
生
ま
れ
た
「
団
塊
の
世
代
」
の
人
が
65
歳
以
上
と
な

り
、
少
子
高
齢
化
が
更
に
深
刻
化
し
、
日
本
の
将
来
が

一
段
と
危
う
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
安
芸
高
田
市
に

お
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

政
府
に
お
願
い
し
た
い
事
は
、
人
口
の
一
極
集
中
を

避
け
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
景
気
回
復
が
、
地
方
や

中
小
企
業
に
お
い
て
恩
恵
が
実
感
出
来
て
い
な
い
実
態

を
謙
虚
に
把
握
し
、
施
策
の
足
ら
ざ
る
点
を
大
胆
に
修

正
す
る
こ
と
で
、
全
国
的
な
景
気
の
安
定
回
復
を
図
る

こ
と
で
す
。
ま
た
、「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
」
等
の

都
市
圏
か
ら
中
山
間
地
域
へ
の
企
業
の
移
動
を
容
易
に

す
る
為
の
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
デ
フ
レ
脱
却
を
確
実
に
す
る

一
方
、
財
政
再
建
の
道
筋
を
示
す
こ
と
や
、
地
方
人
口

の
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
活
性
化
を
図
る
事
が
大
切

で
あ
り
ま
す
。
安
倍
首
相
は
、
経
済
政
策
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
は
成
長
途
上
で
あ
り
、
さ
ら
に
実
り
あ
ふ
れ
る
改
革

へ
成
長
す
る
べ
く
取
り
組
み
、
強
い
経
済
の
実
現
が
、

社
会
保
障
・
教
育
・
震
災
復
興
の
財
源
確
保
に
つ
な
が

る
と
力
説
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
目
に
見
え
る

成
果
を
国
民
に
示
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

年
明
け
、
各
新
聞
社
が
経
営
ト
ッ
プ
等
に
新
春
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

「
景
気
は
穏
や
か
に
回
復
す
る
」
と
の
見
方
が
大
半
で

あ
り
ま
し
た
。
政
府
に
望
む
経
済
対
策
と
し
て
、
法
人

税
の
引
き
下
げ
、
設
備
投
資
に
と
も
な
う
減
税
、
為
替

の
安
定
、
原
材
料
価
格
の
安
定
、
地
方
創
生
の
推
進
、

規
制
緩
和
の
促
進
、
雇
用
支
援
の
充
実
等
の
経
済
対
策

の
充
実
が
上
位
の
回
答
で
し
た
。
ま
た
、
賃
上
げ
の
状

況
に
つ
い
て
は
、
回
答
企
業
の
半
数
近
く
が
人
手
不
足

に
直
面
し
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
や
待
遇
改
善
を
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
る
と
の
回
答
で
し
た
。

　

景
気
に
つ
い
て
、
全
国
的
な
調
査
で
は
「
緩
や
か
に

回
復
」
で
し
た
が
、中
国
地
方
の
調
査
で
は
、「
横
ば
い
」

と
厳
し
い
評
価
で
あ
り
ま
し
た
。
マ
イ
ナ
ス
判
断
の
理

由
は
、
個
人
消
費
の
低
迷
、
物
価
上
昇
・
原
材
料
価
格

の
高
騰
が
原
因
と
の
回
答
で
し
た
。

　

今
後
、
安
芸
高
田
市
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
何

を
さ
し
置
い
て
も
、
人
口
減
に
歯
止
め
を
か
け
る
事
が

重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
対
策
が
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
特
に
、
就
労
の
場
の
確
保
と
し
て
の
、
経

済
対
策
を
最
重
点
課
題
と
し
て
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
安
芸
高
田
市
の
農
家
は
お
よ
そ
５
，
０
０

０
戸
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
お
よ
そ
70
％
が
兼
業
農
家
で

す
。
兼
業
農
業
を
支
援
し
て
い
く
た
め
に
は
、
就
労
の

場
の
確
保
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
市
長
コ
ラ
ム

第
77
回
（
１
月
号
）
で
少
子
高
齢
化
対
策
と
し
て
、「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
」
の
大
切
さ
を
提
唱
し
ま
し
た
が
、

就
労
の
場
の
確
保
は
そ
れ
に
も
増
し
て
重
要
な
課
題
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

国
に
お
い
て
は
、
経
済
対
策
の
一
貫
と
し
て
「
地
方

創
生
」
を
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
業
採
択
に
あ
た
っ

て
は
、
自
治
体
の
独
自
性
を
求
め
て
い
ま
す
。
職
員
は

も
と
よ
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
一
丸
と
な
っ
て
知
恵
を

出
し
合
い
、
市
の
歴
史
・
文
化
・
芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
等

の
「
お
宝
」、
光
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
農
地
・
山
林
・
空

き
家
等
の
「
強
み
」
を
活
か
し
た
独
自
性
の
あ
る
提
案

を
国
・
県
に
対
し
訴
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
市
が
出
来
る
即
効
性
の
あ
る
経
済
対
策
と
し
て
、

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
や
事
業
の
早
期
発
注
等
の
経
済
対

策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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●
申
告
の
必
要
な
人

　

○
農
業
、
商
工
業
、
不
動
産
な
ど
の

収
入
の
あ
っ
た
人

　

○
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら

安
芸
高
田
市
へ
未
提
出
の
人

　

○
給
与
以
外
の
収
入
（
農
業
、
年
金

な
ど
）
の
あ
っ
た
人

　

○
年
金
以
外
の
収
入
（
農
業
、
不
動

産
な
ど
）
の
あ
っ
た
人

　

○
医
療
費
控
除
な
ど
年
末
調
整
で
控

除
さ
れ
て
い
な
い
控
除
を
受
け
る

人

　

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
人

●
申
告
の
と
き
必
要
な
書
類
な
ど

　

○
印
鑑

　

○
給
与
の
源
泉
徴
収
票

　

○
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

　

○
生
命
、
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明

書

　

○
社
会
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書

ま
た
は
領
収
書

　

○
農
業
収
支
内
訳
書
お
よ
び
収
入
、

支
出
の
金
額
等
が
わ
か
る
も
の

（
領
収
書
・
預
金
通
帳
な
ど
）

　

○
医
療
費
控
除
の
た
め
の
領
収
書
お

よ
び
明
細
書
（
一
覧
表
で
年
間
合

計
金
額
入
り
の
も
の
）

　

○
保
険
の
満
期
の
場
合
は
、
保
険
会

社
が
発
行
し
た
証
明
書

　

○
障
害
者
手
帳
（
証
明
書
）

　

○
公
共
事
業
で
土
地
等
を
売
却
し
た

場
合
、
買
い
取
り
等
の
証
明
書

　

○
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
に

は
申
告
さ
れ
る
人
の
金
融
機
関

名
、
支
店
名
お
よ
び
口
座
番
号
が

わ
か
る
も
の
（
預
金
通
帳
な
ど
）

※
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ

れ
る
人
は
、
安
芸
高
田
市
へ
の
申
告

は
不
要
で
す
。

※
確
定
申
告
書
の
控
え
に
税
務
署
の
収

受
日
付
印
が
必
要
な
場
合
は
、
宛
名

を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の

封
筒
を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
方

　

収
入
が
無
い
と
き
で
も
必
ず
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。
申
告
が
無
い
と
税
の
減

額
措
置
が
行
わ
れ
な
い
な
ど
、
不
利
益

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

吉
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ�

�

４
２
―
０
０
０
８

●
平
成
26
年
分
の
確
定
申
告
・
納
期
限

　
【
所
得
税
・
贈
与
税
】

　

３
月
16
日
（
月
）
ま
で

　
【
消
費
税
・
地
方
消
費
税

�

（
個
人
事
業
者
）】

　

３
月
31
日
（
火
）
ま
で

●
吉
田
税
務
署
２
階
確
定
申
告
会
場

　
【
受
付
時
間
】

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

　
【
相
談
時
間
】

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

※
な
お
、土
日
、祝
日
は
業
務
を
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

●
納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
を

　
【
振
替
日
】

　
〈
所
得
税
〉

　

４
月
20
日
（
月
）

　
〈
消
費
税
・
地
方
消
費
税

�
（
個
人
事
業
者
）〉

　

４
月
23
日
（
木
）

●
確
定
申
告
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相

談
に
つ
い
て

　
「
確
定
申
告
テ
レ
フ
ォ
ン
セ
ン
タ
ー
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
税
務
署
に
電
話

を
お
か
け
に
な
る
と
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

で
ご
案
内
し
ま
す
の
で
「
０
（
ゼ
ロ
）」

番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

公
的
個
人
認
証
の
有
効
期
間
は
３
年

　
ｅ
―
Ｔ
ａ
ⅹ
で
申
告
す
る
場
合
に

必
要
な
公
的
個
人
認
証
は
、
有
効
期

間
が
３
年
間
で
す
。
更
新
手
続
は
本

庁
総
合
窓
口
課
で
で
き
ま
す
（
支
所

で
は
で
き
ま
せ
ん
）。

●
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
写
真
付

き
で
な
け
れ
ば
、
運
転
免
許
証
等

の
本
人
確
認
物
が
必
要
で
す
）

・
パ
ス
ワ
ー
ド
（
３
年
前
に
設
定
さ

れ
た
４
～
16
桁
の
も
の
で
す
）

・
電
子
証
明
書
の
写
し
（
３
年
前
に

お
渡
し
し
た
も
の
で
す
が
、
な
る

べ
く
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

・
発
行
手
数
料
５
０
０
円

※
代
理
申
請
の
場
合
は
即
日
交
付
で

き
ま
せ
ん
（
必
要
な
も
の
は
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
合
窓
口
課　

４
２

－

５
６
１
６

　住民税（市県民税）の申告相談が始まります。平成2７年１月１日現在、安芸高田市にお住いの方で次
に該当される方は、最寄りの相談会場で平成2６年中の収入などを申告してください。また、少しでも待
ち時間を短くするため、申告が必要と思われる方へ「市民税・県民税申告書」と「書き方」を送付いた
します。郵送での申告もできますので、「書き方」を参考にされ、なるべく自書による申告をしてください。

申�告�相�談�会�場�の�統�合�に�つ�い�て
　平成2７年２月の申告相談から相談会場を安芸高田市本庁
及び各支所に統合させていただきます。これまで、申告受付
に使用するため、個人情報（住所、氏名、所得情報等）を格
納したパソコンを持ち出し、申告相談を実施していましたが、
市民の皆さまの個人情報漏えいの危険性を少しでも排除する
ため相談会場を見直しました。市民の皆さまには、ご不便を
おかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

平
成
26
年
分

申
告

相
談

税務課　 42-5614

６７


